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北海道ドローン研究会安全規則
２０２１年３月２２日制定

第１章 全般 （未制定）

第２章 安全規則（ドローン）

下記の安全規則を制定する。また、必要により追記する。

第１項 国土交通省等のガイドラインを熟知し関連法規を確実に遵守する。

１ 無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な飛行のため

のガイドライン（国土交通省）

  ２ アマチュア無線による FPVドローン利用時の注意事項（総務省）

  ３ アマチュア無線による FPVドローンの体験利用について（総務省）

  ４ その他の関連規則（法規）等及び各地方自治体の条例や規則等

  ５ 撮影等を伴う場合の一般常識的なプライバシーポリシーを遵守する。

第２項 飛行場所の天候に注意し特に風速、風向や気温等に注意する。

第３項 練習場及び飛行集会場毎の指示された事項、特に離発着場や飛行区

分、飛行時の合図や声掛けを遵守する。

第４項 離発着場所は参加者から一定の距離を確保しドローンの電源を入れ

て飛行を行う、FPVの場合は離陸の方向を定めてから見学者等の反

対方向に向けて離陸し、離隔距離は３０ｍを基準とする。

  ※但し、ネット等で安全対策を行った場合は別途安全距離を確保する。

第５項 飛行前は機体の安全点検を確実に実施する。

第６項 体調管理を行い体調不良や泥酔等での飛行は禁止する。

第７項 飛行に対して客観的に危険性の高い行為や違法行為を行わない。

第８項 対人及び対物保険（ドローン保険）に必ず加入し、飛行前に確認書類

を事務局に提示する。

第９項 FPV 飛行をさせる場合は必ずアマチュア無線免許証を所持する、飛

行前は周波数や設定を確認し集会時のチャンネル配分を受ける事。

第１０項 特に FPV飛行を行う場合は１名以上の監視者を置き飛行及び周囲

の安全監視を行う事。

第１１項 飛行中に異常を感じた場合は声を掛け努めて安全な場所に着陸さ

せる事。

第１２項 入会時は必要書類（対物及び対人保険証又は確認できる書類、アマ

チュア無線免許証及び免許状等のコピー等）を事務局に提出する事。



第１３項 飛行禁止区域及び無許可の飛行をしない事。

第１４項 本会の飛行可能確認地域（キャンプ場・指定飛行区域）を使用する  

場合は、その都度、事前申請を事務局に行う事。必要により書面の提出を

行う事。

※ 飛行エリア、飛行日時、参加者、使用機種等

第１５項 飛行中に対物・対人事故を起こした場合は、速やかに会に通報し

事後書面にて事故報告を行う事。

※事故の内容、飛行日時、考えられる原因、使用機種等

※機体をロストした場合も事故として処理する。

第１６項 危険な飛行と判断した場合は飛行の停止を行います。

第１７項 事故発生の場合は、本会の事故調査委員会の調査に全面的に協

力し、その指示に従う事。

※本会の事故調査委員会は会員及び有識者から事故内容により選考し設

置する。

但し、本会会長、副会長及び監査は常設委員とする。

第３章 安全規則（キャンプ）（未制定）

第４章 安全規則（無線）（未制定）

第５章 安全規則（釣り）（未制定）

以上


